
　　　　セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談には次により対応しますので、遠慮なくご利用ください。

　

相談者

《面談》　毎月第３木曜日　17時～20時（１人45分以内）

　　　　　嘱託相談員（女性弁護士）が対応します。

　　　　　　（面談は弁護士事務所内で行います。）

申　込

毎日受付

《電話、面談、文書》　月～金曜日　午前８時30分～午後５時

　　　　　　　　総務局人事課の担当職員が対応します。（匿名可）

◎　専門相談を要さないと思うときはこちらへご相談ください。

　・セクハラ行為が多いので職場全体として注意喚起してほしい。

　・ポスター撤去等環境改善に努力するよう上司を指導してほしい。

　・職場のお茶汲みの慣行をあらためてほしい。

　・職員啓発のため職場研修を行ってほしい。

　・その他セクハラに関する一般的な質問事項　　　　　　　など

（この相談については、教育委員会庶務課　5200-3260

　　　　　　　　　　　　　　　　教職員課5200-3274でも対応します）

・「セクハラ専門相談を申し込みます」とお電話ください。

・申込時に、相談内容を告げる必要はありません。

・匿名でも受け付けます。

・面談時には相談員に職員証等を提示してください。

・申込順で月４人までとなります。

セクシュアル・ハラスメント防止対策委員会

総)人事･女性行政･研修所･任命権者人事担当課の課長職と

職員組合選任者で構成

事案・不利益取扱いの審議、啓発策等の提案
（事務局）総務局人事課　5200-2128

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　プライバシーの尊重と不利益取扱い等の防止

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苦情相談の処理に当たっては､当事者のプライバシーを十分尊重

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して対応します。

　また、苦情相談を申し出たこと、第三者として調査等に協力したこと等によって相手方から嫌がらせや職務上での

不利な扱いを受けたときは、いつでも対応しますので、上記「苦情相談窓口」または「セクシュアル・ハラスメント

防止対策委員会」事務局までご連絡ください。

（参考）その他の相談窓口

　　ハロー・ウィメンズ110番(川崎市）5044-422-8600/8686(９月変更予定)月・木・土曜の13～16時、月曜の10～12時
　　かながわ女性センター (神奈川県）50466-28-2367　月曜を除く９～12時・13～17時（木曜は15時まで）
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人事管理上の措置

セクシュアル・ハラスメントに関する苦情・相談の窓口

　(１)　セクハラの被害を受けたと思うとき

　(２)　自分の行為がセクハラだと指摘されたが納得できないとき

　(３)　セクハラの行為を見かけ又は当事者から依頼を受け、第三者として

　　相談したいとき

　(４)　その他、セクハラに関する相談や質問があるとき


